
議案第１０４号 

さいたま市職員の再任用に関する条例及びさいたま市職員退職手当条例の一部

を改正する条例の制定について 

さいたま市職員の再任用に関する条例及びさいたま市職員退職手当条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

平成２７年６月１０日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市職員の再任用に関する条例及びさいたま市職員退職手当条例の一部

を改正する条例 

 （さいたま市職員の再任用に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市職員の再任用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第３０２

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

附 則 附 則

（特定警察職員等への適用期日） （特定警察職員等への適用期日）

第２条 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５

号）附則第７条の３第１項第４号に規定する特定

警察職員等（附則第４条において「特定警察職員

等」という。）である者については、平成１９年

４月１日から、改正法による改正後の法第２８条

の４から第２８条の６まで及びこの条例第２条か

ら第４条までの規定を適用する。

第２条 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律

第１５２号）附則第１８条の２第１項第１号に規

定する特定警察職員等（附則第４条において「特

定警察職員等」という。）である者については、

平成１９年４月１日から、改正法による改正後の

法第２８条の４から第２８条の６まで及びこの条

例第２条から第４条までの規定を適用する。

 （さいたま市職員退職手当条例の一部改正） 

第２条 さいたま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、



改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （自己の都合による退職等の場合の退職手当の基

本額） 

 （自己の都合による退職等の場合の退職手当の基

本額） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（厚生年金保険

法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２項

に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態

にある傷病とする。次条第２項及び第６条におい

て同じ。）又は死亡によらず、その者の都合によ

り退職した者（第１８条第１項各号に掲げる者を

含む。）に対する退職手当の基本額は、その者が

次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規

定にかかわらず、同項の規定により計算した額に

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員等

共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第８４

条第２項に規定する障害等級に該当する程度の障

害の状態にある傷病とする。次条第２項及び第６

条において同じ。）又は死亡によらず、その者の

都合により退職した者（第１８条第１項各号に掲

げる者を含む。）に対する退職手当の基本額は、

その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、

前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算

した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 

附 則 

この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。 


